
   

昨
年
十
二
月
に
輸
入
が
再
開
さ
れ
た
米
国
産
牛
肉
で
、
一
月
二
十
日
に
米
国
か
ら
成
田
空

港
に
到
着
し
た
米
国
産
冷
蔵
牛
肉
四
十
一
箱
（
約
三
百
九
十
キ
ロ
）
の
内
、
三
箱
（
約
五
十

五
キ
ロ
）
か
ら
特
定
危
険
部
位
（
Ｓ
Ｒ
Ｍ
）
の
脊
柱
（
せ
き
ち
ゅ
う
）
が
つ
い
た
ま
ま
の
子

牛
肉
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
政
府
は
、
即
座
に
米
国
産
牛
肉
の
輸
入
を
当
面
、
全
面
禁
止
す

る
と
の
決
定
を
し
ま
し
た
。
特
定
危
険
部
位
（
Ｓ
Ｒ
Ｍ
）
は
、
Ｂ
Ｓ
Ｅ
（
牛
海
綿
状
脳
症
）

の
病
原
体
が
蓄
積
し
や
す
い
と
し
て
、
輸
入
再
開
の
条
件
の
一
つ
に
除
去
す
る
事
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
国
民
の
「
食
の
安
全
」
を
考
え
る
と
、
米
国
側
の
ず
さ
ん
な
処
理

体
制
の
あ
り
方
と
、
米
国
の
圧
力
に
屈
し
た
か
た
ち
の
、
急
ぎ
す
ぎ
た
輸
入
再
開
の
日
本
政

府
の
責
任
は
大
き
い
と
言
え
ま
す
。
内
山
あ
き
ら
は
、「
食
の
安
全
」
と
い
う
観
点
か
ら
政
府

に
対
し
て
、
一
月
二
十
五
日
「
質
問
主
意
書
」
を
提
出
し
ま
し
た
。 

 
 

 

「
質
問
主
意
書
」
は
、
国
会
法
七
十
四
条
と
七
十
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
制
度
で
あ
り

ま
す
。
議
会
の
国
政
に
関
す
る
調
査
・
監
督
権
能
の
一
つ
と
し
て
、
議
員
が
議
題
に
関
係
な

く
国
政
一
般
に
つ
い
て
、
内
閣
に
対
し
、
あ
る
特
定
の
事
実
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
、
ま
た

は
所
見
を
た
だ
す
行
為
で
あ
り
、
書
面
を
も
っ
て
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「
質
問
主
意
書
」

は
、
議
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
得
た
上
、
内
閣
に
転
送
さ
れ
ま
す
。
内
閣
は
、「
質
問
主

意
書
」
を
受
け
取
っ
た
そ
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
答
弁
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
期

間
内
に
答
弁
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
と
答
弁
す
る
事
が
出
来
る
期
限
を
明
示
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
質
問
主
意
書
」
及
び
「
答
弁
書
」
は
、
印
刷
さ
れ
各
議
員
に
配
布
さ
れ

る
と
共
に
、
会
議
録
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。 

  

今
回
、
内
山
あ
き
ら
が
提
出
し
た
「
質
問
主
意
書
」
の
、
質
問
内
容
は
以
下
の
通
り
で
す
。 

一 

以
前
か
ら
、
米
国
内
で
の
特
定
危
険
部
位
の
除
去
作
業
に
つ
い
て
は
、
ず
さ
ん
さ
が
指

摘
さ
れ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
に
対
す
る
配
慮
か
ら
輸
入
再
開
を
急
い
だ
日
本

政
府
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。
今
後
、
米
国
政
府
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
臨
む

の
か
。 

二 

成
田
空
港
の
検
疫
所
で
発
見
さ
れ
た
脊
柱
が
除
去
さ
れ
て
い
な
い
牛
肉
は
、
現
在
ど
こ

で
保
管
を
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
今
後
ど
の
よ
う
な
取
扱
い
を
す
る
予
定
な
の
か
。
送

り
返
す
の
か
。
保
管
を
す
る
の
か
。
そ
の
根
拠
も
あ
わ
せ
て
示
さ
れ
た
い
。 

三 

今
回
の
特
定
危
険
部
位
の
脊
柱
に
対
し
て
、
念
の
た
め
に
Ｂ
Ｓ
Ｅ
検
査
を
行
っ
た
方
が

よ
い
と
考
え
る
が
、
検
査
を
済
ま
せ
て
い
る
の
か
。
も
し
、
ま
だ
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は

何
か
。 

四 

食
の
安
全
、
国
民
の
安
全
を
最
優
先
に
考
え
る
場
合
、
情
報
公
開
は
必
要
不
可
欠
と
考



え
る
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に
国
民
に
、
十
分
理
解
し
納
得
し
て
も
ら
え
る
よ
う
取
組
む
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


